
算定要件 単位数 １０割 １割 ２割 ３割 負担額

303 3,454円 346円 691円 1,037円

379 4,320円 432円 864円 1,296円

455 5,187円 519円 1,038円 1,557円 20,000円

451 5,141円 515円 1,029円 1,543円 無料

564 6,429円 643円 1,286円 1,929円 2,000円

677 7,717円 772円 1,544円 2,316円

794 9,051円 906円 1,811円 2,716円

993 11,320円 1,132円 2,264円 3,396円

1,191 13,577円 1,358円 2,716円 4,074円

1,090 12,426円 1,243円 2,486円 3,728円

1,363 15,538円 1,554円 3,108円 4,662円 　介護保険によるサービス利用料　　単位数×  11.40 （ 1  級地単価  ）・・・A （小数点以下切り下げ）

1,635 18,639円 1,864円 3,728円 5,592円 ・　　A - （ A × 90％ ） ＝ 利用者負担額　（１割）

リハビリ　２０分 284 3,237円 324円 648円 972円 ・　　A - （ A × 80％ ） ＝ 利用者負担額　（2割）

リハビリ　４０分 568 6,475円 648円 1,295円 1,943円 ・　　A - （ A × 70％ ） ＝ 利用者負担額　（3割）

リハビリ　６０分 426 4,856円 486円 972円 1,457円 　*小数点以下は切り下げさせていただきます。

リハビリは　利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超えた場合、所定単位数から1回につき5単位を減算とします。

夜間・早朝 ：

深夜 ：

算定要件 単位数 １0割 １割 2割 ３割

看護訪問1回につき3単位
ﾘﾊﾋﾞﾘ20分 1回につき3単位

3 34円 4円 7円 11円

月1回 500 5,700円 570円 1,140円 1,710円

月1回 250 2,850円 285円 570円 855円

３０分未満 254 2,895円 290円 579円 868円

３０分以上 402 4,582円 459円 917円 1,374円

３０分未満 201 2,291円 229円 458円 687円

３０分以上 317 3,613円 361円 722円 1,083円

1時間30分以上 300 3,420円 342円 684円 1,026円

350 3,990円 399円 798円 1,197円

300 3,420円 342円 684円 1,026円

退院時共同指導加算 600 6,840円 684円 1,368円 2,052円 TEL　03-6411-5118

月１回 600 6,840円 684円 1,368円 2,052円
2024年6月1日施行

【　なの花訪問看護ステーション千歳台　訪問看護利用料金表（介護保険　要支援）　】
利用料については次のように区別されます。

☆訪問看護費 ☆その他の費用

サービス内容 算定項目 内容

予防訪問看護Ⅰ-１・時間内

１回につき　２０分未満
交通費

通常の実施地域を超えて
サービスを提供する場合

１訪問につき1,000円
予防訪問看護Ⅰ-１・夜間・早朝

予防訪問看護Ⅰ-１・深夜 エンゼルケア 亡くなられた後のお清め料等

予防訪問看護Ⅰ-２・時間内

１回につき　３０分未満
キャンセル料

サービス利用日の前日まで

予防訪問看護Ⅰ-２・夜間・早朝 サービス利用日の当日

予防訪問看護Ⅰ-２・深夜

午後１０時～午前６時の間にサービスを提供した場合、基本単位数に５０%を加算されます。

予防訪問看護Ⅰ-３・時間内
１回につき　３０分以上

１時間未満
予防訪問看護Ⅰ-３・夜間・早朝 ≪利用料負担額の計算方法≫

予防訪問看護Ⅰ-３・深夜
 介護保険によるサービス利用料は、地域ごとに異なる単価設定となっています。

予防訪問看護Ⅰ-４・時間内
１回につき　１時間以上

１時間３０分未満
予防訪問看護Ⅰ-４・夜間・早朝

予防訪問看護Ⅰ-４・深夜

予防訪問看護Ⅰ-５（PT・OT・ST）

予防訪問看護Ⅰ-５（PT・OT・ST）

予防訪問看護Ⅰ-５・２超（PT・OT・ST）

※PT…理学療法士、OT…作業療法士、ST…言語聴覚士　リハビリの上限は週１２０分まで

午前６時～午前８時まで、または午後６時～午後１０時までサービスを提供した場合、　基本単位数に２５％加算されます。

なの花訪問看護ステーション千歳台

☆訪問看護費の加算項目

サービス内容

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

※特別管理加算Ⅰ

※特別管理加算Ⅱ

複数名訪問加算Ⅰ（１）

※緊急時訪問看護加算Ⅰ

※特別管理加算Ⅰ・Ⅱ、緊急時訪問看護加算Ⅰは区分支給限度基準額の算定対象外となります。

初回加算Ⅰ

複数名訪問加算Ⅰ（２）

複数名訪問加算Ⅱ （１）

複数名訪問加算Ⅱ （２）

長時間訪問看護加算

初回加算Ⅱ


